
令和 5 年度

ＰＴＡ総会

袋井市立浅羽南小学校

　今年度はＰＴＡ総会を行わず、書面表決
にて決議することとします。別紙の「書面
表決書」を４月２６日までに提出してくだ
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月

4 7 水 13 水

13 水

26 火 学校運営協議会

29 金

5 14 土 資源回収① 14 土

17 火 17 火 交通安全語る会

28 土

6

7

8

9 10 土 28 水

20 火

28 水

10 22 土

15 土

11

12 14 水

16 金

1

2 15 水 15 水

3 1 水

9 木

17 金

24 金

中旬 会長候補選出

中旬

交通安全語る会

運動会協力

奉仕作業②

令和 ４年度

総務 市Ｐ連

定例会・総会

学生協総代会

奉仕作業①

（南地区）

地区常任部

市交通安全総会

参観会･懇談会・説明会

資源回収①

入学式出席 役員会 常任委員会①

常任委員会①

常任委員会③

上旬 市交通研修会

教育長と語る

（北地区）

学校保健委員会

常任委員会②

運営協議会② 資源回収②

常任委員会③

定例会

役員候補選考等委
員会

調査表提出

中旬 防犯出前講座

＊ASANAN応援隊による１年生の下校送り　4/11～4/29

ＰＴＡ事業計画・事業経過報告

赤旗配付

調査表配付

卒業式出席

PTA会計監査 下旬 事務局引継ぎ

学年会計監査 引継ぎ会 中旬 安全啓発品袋詰

常任委員会③ 定例会

引継ぎ会引継ぎ会 県Ｐ大会

3月中に赤旗設置

運営協議会③
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組織   令和５年度 ＰＴＡ役員候補者 

役職 氏名 地区 役職 氏名 地区 

会長 安間 行秀 大野 母親代表 杉浦あゆみ 新堀 

副会長 原田 彰 松原東 書記 兼子 近司 教頭 

副会長 安間 恵子 太郎助 書記 石川 尊子 担当 

副会長 戸倉 剛志 校長 書記 保坂 陽介 教務 

会計 山下 歩 新堀 会計監査 河上沙容子 太郎助 

会計 窪野知也子 市事務 顧問 山本 勝 梅山北 

 

専門部組織          ◎部長 ○副部長 

 地区常任委員 学校職員 

総 

務 

＜ 会長 ＞ 安間行秀 

＜ 副会長 ＞ 原田彰、安間恵子 

＜母親代表＞ 杉浦あゆみ 

＜ 会計 ＞ 山下歩 

・戸倉剛志 

・兼子近司 

・石川尊子 

・保坂陽介 

地

区

常

任

部 

◎近藤倫子 ○太田智 

・近藤倫子 ・寺田梢   ・小久江和美  

・鷹見裕子 ・瀬尾由佳子 ・大石宮子 

・岡野幸子 ・永田智子  ・江塚愛 

・岡本温巳 ・宮﨑綾香  ・菊川味希 

 

赤旗・防犯・卯・未担当 

〇野村久  

奉仕作業担当 

○北野悠太・鈴木秀介 

資源回収担当 

○大場崇史・牧田昂大 

＊「スクールガードボランティア学校代表者」は、岡本 幹男さんにお願いしました。 



令和 5 年度

児童名

1 希帆６-２

2 薫５-1

3 春樹６-２

4 璃空６-１

5 実桜６-1

地区常任委員

役 児童名

6 湊西 連絡委員 瑛太６-１ 花壇

7 湊中 地区常任 彩芽６-２ 花壇

8 湊東 育成幸CS 美嶺６-1

9 湊東 地区常任 結咲６-2 花壇

10 太郎助 地区常任 桜右６-２ 花壇

11 太郎助 副会長 春樹６-２

12 西同笠 副部長 来翔６-１ 花壇

13 東同笠 母の会 竜惺６-１ 花壇

14 大野 地区常任 天磨６-１ 花壇

15 中新田 地区常任 羽埜６-１ 花壇

16 梅山南 地区常任 颯奈６-２ 花壇

17 梅山北 育成東CS 梨花６-1 花壇

18 新堀 会計 実桜６-1 花壇

19 新堀 母親代表 璃空６-１

20 松原 部長 司６-2 花壇

21 松原 地区常任 仁６-2

22 松原 地区常任 蒼空６-２

小久江和美

会計監査委員（前年度会計）

永田　智子

南

地

区

河上沙容子 (應)

副会長

東

地

区

（長野　仁美）

鷹見　裕子

瀬尾由佳子

大石　宮子

岡野　幸子

寺田　梢

安間　恵子

菊川　味希

江塚　愛

太田　智

ＰＴＡ役員名簿

会計 山下　歩

地区名

役職

会長 安間行秀

氏名

安間恵子

母親代表 杉浦あゆみ

副会長 原田　彰

顧問（前年度会長）

氏名

岡本　温巳

宮﨑　綾香

近藤　倫子

山下　歩

杉浦あゆみ

山本　勝 (将也)

役職・氏名・児童名
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【具体的な活動目標】

○信頼関係づくり　・・・会話のある家庭　子どもを認め、ほめる

○生活習慣の充実　・・・早寝、早起き、朝ごはん　自分からあいさつ　整理整頓

○地域との連携    ・・・保護者間の交流　地域とタイアップして安全を守る

　　　　　　　　　　　　積極的な地域活動への参加

【各部の目標と主な活動内容】

・常任委員会の運営

・地区常任部との連携

・保護者、地域との連携

・市ＰＴＡ連絡協議会行事への参加

・役員選考

目　標 活　動　内　容

　昭和から平成、そして令和も５年目となりました。時代が進化していることを感じま
す。また、新型コロナウイルスの影響により、人と人とのコミュニケーションが難しく
なっています。このような現在だからこそ、挨拶はいっそう重要となってきます。気持ち
の良い挨拶は、学校・家庭・地域を明るくします。
　ＰＴＡとしましては、まず家庭での挨拶を大切にしたいと考えました。お互いを認め合
う関係を築いたり、学校や地域に挨拶を広げたりすることに取り組んでいきたいと思いま
す。

令和５年度　ＰＴＡ活動スローガン（案）

地域へと、広がる挨拶　家族から

・花いっぱい運動の推進

・校外生活指導（地域モニターで挨拶等の確認）

・資源の有効活用推進と教育設備補助（資源回収の計
画と運営）

○ＰＴＡ活動全般にわたっ
て、その計画・運営等を行
い、活動の充実を図る。総

　
務

地
区
常
任
部

○地域活動を充実させる。

○明るい地域づくりの推進を
図る。

○学校環境の整備に努める。

・卯の刻・未の遊びの計画

・交通安全意識の啓発　防犯パトロールの推奨

・スクールガードボランティアとの連携

・こども１１０番の家との連携

・危険箇所の把握、点検、赤旗設置
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月

4 7 金

12 水 12 水

28 金 参観会･懇談会

5 1 月

13 土 資源回収① 13 土

6 13 火 13 火 交通安全語る会

17 土

7

8

9 8 土

14 木

10 4 水 4 水

11 21 土

12 13 水

16 土 16 土

1

2 14 水 14 水

3 1 月

19 火

中旬

資源回収②

５年度 ＰＴＡ事業計画（案）

第2週 学年会計監査

下旬 PTA会計監査 下旬 事務局引継ぎ 3月中に赤旗設置

安全啓発品袋詰

引継ぎ会

中旬

中旬 防犯出前講座

＊ASANAN応援隊による１年生の下校送り　4/11～4/28

引継ぎ会

中旬

県Ｐ大会

運営協議会③

卒業式出席

常任委員会③ 定例会

定例会

奉仕作業②

調査表配付

運営協議会②

（北地区）

常任委員会② 常任委員会②

運動会協力

役員候補選考等
委員会

会長候補選出

上旬 父母と教職員 上旬 市交通研修会

学生協総代会

（南地区）

奉仕作業①

赤旗配付

常任委員会①

資源回収②

下旬 調査表提出

引継ぎ会

常任委員会③

教育長と語る

令和

総務 市Ｐ連 地区常任部

交通安全語る会

定例会・総会 資源回収①

市交通安全総会

入学式出席 役員会

常任委員会①

学校運営協議会
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湊西 湊中 湊東 太郎助 西同笠 東同笠 大野 中新田

４月 １５日 １６日 ２日

５月
上旬
２０日

１４日 ２８日 未定

６月 １０日 １７日 下旬 未定 １７日 １８日

７月 ８･２２日
１５日
下旬

下旬 未定 ９日
２日
下旬

未定 ３１日

８月 １９日 下旬 未定 下旬 未定
1～４日
１５日

９月
１６日

下旬～祭典
下旬 未定 未定

１０月 ７～１０日 ２１日 中旬 未定 ７・８日 ７～９日 未定 ９日

１１月 1８日 １１日 未定

１２月 ２３日
１６日
下旬

下旬 未定 １６日 １７日 未定 ２３日

１月
２０日
下旬

２７日

２月 １日 １７日 ３日 未定 ２３日 未定 ３日

３月 ５日
１６日
下旬

下旬 １６日 １７日 未定 １０日

梅山南 梅山北 新堀 松原 初越

４月 1５日 活動なし

５月 未定

６月 未定 未定
４日
中旬

７月 ３０日 ９日

８月

９月 未定 未定

１０月 未定 未定 ２２日 ６～９日

１１月 未定 未定

１２月 未定 未定 ２２日 １６日

１月 未定 未定 ２８日 ２７日

２月

３月 ２４日 未定

令和５年度「卯の刻会・未の遊び」活動日

＊詳細の活動計画は、各地区と学校で保管しています。
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袋井市立浅羽南小学校 PTA 会則 

 

 

第 １ 章    総  則 

第 １条 本会は袋井市立浅羽南小学校ＰＴＡと称する。 

第 ２条 本会は事務所を浅羽南小学校内に置く。 

 

第 ２ 章    目  的 

第 ３条 本会は次の事項の実現を目的とする。 

   １ 学校と家庭及び社会の積極的な協力を通じ、児童の福祉を増進する。 

   ２ 教育に対する理解を深め、学校をよりよくするために協力する。 

   ３ 家庭生活及び社会生活の水準を高め，民主的な社会人としての教養を高める。 

      ４ 公費による適正な支持を確保することに協力する。 

   ５ 児童の補導並びに福祉に関する法律の実施につとめる。 

   ６ 地域における文化の向上をはかる。 

 

第 ３ 章    事  業 

第 ４条 本会は前条の目的を達成するために次の事業を行う。 

   １ 学校教育環境の整備 

   ２ 校外生活指導及び関係他団体との連絡 

   ３ 会員の教養の向上と親睦及び職員の研修奨励 

   ４ その他必要と認める事項 

 

第 ４ 章    方  針 

第 ５条 本会は教育を本旨とする民主団体として活動する。 

第 ６条 本会は学校の管理や教育の人事に干渉することはしない。 

第 ７条 本会関係以外の一般選挙における候補者の推薦及び選挙活動又は政治活動はしない。 

 

第 ５ 章    会  員 

第 ８条 本会の会員は袋井市立浅羽南小学校児童の保護者及び教職員とする。 

 

第 ６ 章    会  計 

第 ９条 本会の会費は、会費、事業収益及び自発的な寄付金をもって支弁する。 

第 10 条 会費の額は年度始めの総会において決定し、口座振替により４月に一括納入する。 

第 11 条  会費はその子女の数に関係なく個人の資格において負担する。 

第 12 条 本会の資産は第２章の目的達成のため以外に使用してはならない。 

第 13 条 本会の会計年度は４月１日に始まり翌年３月３１日に終わる。 

 

第 ７ 章    役  員 

第 14 条 本会に次の役員をおく。 

   １ 会長（１名） 

   ２ 副会長（３名） 保護者２ 学校職員（校長）１ 

   ３ 書記（２名）学校職員（教頭 教諭）２ 

   ４ 会計（２名）保護者１ 学校職員１ 

   ５ 母親代表(１名） 

     但し、会長が必要と認めた場合は、役員会の同意を得て顧問（１名）をおくこ 

    とができる。 
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第 15 条 役員の選出及び就任は次の方法による。 

      １  会長は、立候補者及び役員選考委員会より推薦された者（前年度副会長）より 

    選出する。  

      ２  副会長は、立候補者及び役員選考委員会より推薦された者より選出する。 

      ３ 書記は、学校職員２名を会長及び校長が指名する。 

   ４ 会計は、立候補者及び役員選考委員会より推薦された者より選出する。学校職員 

    については、会長及び校長が指名する。 

   ５ 会計監査委員は常任委員以外から１名選出する。 

      ６ 役員は、総会において承認を得る。 

      ７ 顧問については、必要に応じて前会長をあてる。 

 

     第 ８ 章    役員の資格及び任務 

第 16 条 役員の任務は次の通りである。 

   １ 会長は総会及び各種委員会の集会を司会し、本会を代表する。 

      ２ 副会長は会長を補佐し、会長不在の場合はその任務を代行する。 

      ３ 書記は総会並びに各種委員会の議事を正確に記録し、次回の総会に報告する。     

   ４ 会計は金銭の収支を正確にし、学年末に会計監査を経て新年度において決算を報 

    告する。 

      ５ 役員は任期終了後も後任者の就任まで、その任務を行うものとする。 

 

第 ９ 章    会  合 

第 17 条 総会は原則として年１回（４月）開催するが、書面評決で代替えができる。必要な場 

合は臨時総会を開くことができる。 

第 18 条 総会は本会の最高機関であって、その権限は次の通りである。 

   １ 会則の改正と承認 

   ２ 予算の決定及び決算の認定 

      ３ 役員及び会計監査委員の認定 

   ４ 会務の承認及び処理 

   ５ その他本会の目的達成に必要な事項の決定 

第 19 条 総会において会務を処理する定員数は、会員の３分の１以上とし、決議は出席者の 

    過半数の同意をもって成立する。  

 

    第 １０ 章    委員及び任務 

第 20 条 委員会には次の４つがある。 

      １ 常任委員会 

   ２ 役員会 

   ３ 会計監査委員会 

      ４ 役員選考委員会 

 〔常任委員会〕 

第 21 条 常任委員会の構成は次の通りである。 

   １ 役員及び学校職員 

   ２ 地区選出委員 

     実家庭数の割合に応じ、地区選出委員を割り振る。最大３人。実家庭が少ない場合

は、連絡委員となる場合がある。 

   ３ 学年常任委員の選出はしない。 

第 22 条 常任委員会は次期総会までの代議機関であって、その機能は次の通りである。 

      １ 各種原案の審議決定 

   ２ 緊急事項の処理 

第 23 条 常任委員会は、本会の事業を遂行するため次の１部を置く。 

   １  地区常任部 （明るい家庭づくり、児童地域活動、交通安全、校外生活指導、いじ 
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    め対策、校内環境の美化充実、花いっぱい、校外環境の浄化等） 

第 24 条 各部の構成は、部長１、副部長１、部員とする。 

     部長、副部長の選出は、役員選考委員会において互選する。また、常任委員は前条 

    の何れかの部に属するものとする。 

第 25 条 各部は部会において事業を計画し、予算を立て議決を経て事業を遂行する。 

  〔役員会〕 

第 26 条 役員会（総務会）の構成は次の通りである。 

   １ 役員及び学校職員代表    

   ２ 会長は必要に応じ、部長等の出席を求めることができる。 

第 27 条 役員会（総務会）の任務は次の通りである。 

   １ 総会及び常任委員会の決議事項処理 

   ２ 各種原案の作成 

   ３ 緊急事項の処理 

  〔会計監査委員会〕 

第 28 条 会計監査委員会は、総会において認定された１名の委員によって構成される。 

第 29 条 会計監査委員会は、当該年度の会計を監査し、その結果を総会に報告する。 

  〔役員選考委員会〕 

第 30 条  役員選考委員会は、次期会長候補となる副会長候補１名を推薦する。 

 

第 １２ 章    改  正 

第 37 条 本会則は、総会または書面評決において出席の３分の２以上の賛成によって改正す

る。 

第 １３ 章    帳  簿 

第 38 条 本会に次の帳簿を備える。 

    １ 役員名簿  ２ 会則綴   ３ 会計簿  ４記録簿 

 

 

第 １４ 章    付  則 

１ 本会則は，昭和４３年４月より実施する。 

２ 昭和５０年４月   一部改正 

    昭和５５年３月 ７日一部改正 

  昭和５８年４月   一部改正 

  昭和６３年４月２３日一部改正 

  平成 元年４月２２日一部改正 

  平成 ６年４月２３日一部改正（常任委員 地区選出委員定数配分の一部改正） 

    平成 ８年４月２０日一部改正（候補者指名委員会を作らないで会長を決めていく） 

    平成１０年１２月４日運用規定に付則する（奉仕作業にともなう謝礼） 

    平成１２年４月１５日一部改正（書記を１名を書記２名に改正） 

    平成１５年４月１８日一部改正(役員選考委員会に関する条項付加及び関係条項改正) 

  平成１７年４月   一部改正（袋井市との合併に伴う名称変更及びＰＴＡ簡易保険団 

                 体の活動削除 第４条４項） 

    平成２０年４月   一部改正（会計 地区選出委員の人数 学年常任委員の名称役員 

                 会の構成） 

  平成２６年４月   一部改正(顧問) 

  平成２９年４月   一部改正(母親代表追加） 

  平成３０年４月   一部改正(地区選出委員) 

  令和 ３年４月   一部改正（会計監査委員数の変更、専門部の変更４部から３部へ） 

  令和 ４年４月   一部改正（総会または書面評決、連絡委員、学年常任委員なし、学

年部会なし、地区常任部） 
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浅羽南小学校 PTA 運用規程 

 

１ ＰＴＡ協力会をおくことができる。 

 (1）会則３条，４条を支援することを目的とする。 

 (2) 代表世話人を置く。 

 (3) 常任委員は１年間を原則として、協力会に残るものとする。 

 

２  ＰＴＡ奉仕作業にともなう謝礼等 

 (1) 車の借用について    自家用車提供者 ５００円 

                         借用トラック １０００円 

 (2) 草刈り機提供者      混合ガソリン満たん 

 

 

浅羽南小学校ＰＴＡ慶弔規程 

 

１ ＰＴＡ会員に関すること 

 ・ＰＴＡ会員が死亡した場合は、香料５，０００円と生花（１５、０００円程度） 

  代表者が参列する。  

  ・ＰＴＡ会員が死亡した場合の初盆は、盆供２，０００円を供え、代表者が参列する。 

 

２ 児童に関すること 

 ・本校に在学する児童が死亡した場合は、香料１万円と生花（１５，０００円程度） 

  代表者が参列する。 

  

３ その他 

  ・会長、副会長の離任に際しては、記念品等を贈り、謝意を表す。 

  ・必要と認めた場合は、その都度協議し決定する。 

 

 平成１８年３月 ３日改正 

 平成２６年４月１８日改正 

 平成２９年４月２８日改正 

 

 

浅羽南小学校 PTA 旅費規程 

 

ＰＴＡ会員が諸会合へ参加のときに、ＰＴＡより負担する旅費を以下のように制定する。 

 

１ 旅費・・・・・１Km あたり３７円支給する。日当は無しとする。 

  ※袋井市職員の旅費に関する条例第１５条に準ずる。 

 

２ その他 

 ・ 高速道路及び駐車料金は別途実費支給する。（領収書添付） 

 ・ 旅費及び日当を支払われる会合は除く。 

 

 平成 ６年 ９月２２日制定 

 平成１８年 ３月 ３日市町村合併に伴い改正 

  平成２３年 ４月 １日改正 
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～浅羽学園浅羽南小学校保護者として～ 

 
 浅羽学園袋井市立浅羽南小学校 PTA代表 安間 行秀 

同       校 長  戸倉 剛志 

 

 浅羽南小学校の子どもたちを、健全にかつよりよく育てるために、保護者の協力が必要

です。率先して子どもたちの手本となるような行動に心掛けましょう。注意事項を示して

おきます。よろしくお願いします。 

 

１ 来校するときは来校者証を持参し、校内では首から下げましょう。 

 

２ 児童の送迎は、東門を使いましょう。祖父母にも伝えましょう。 

 

３ 参観会以外で来校するときは、事務室で用件を告げましょう。 

    「○年○組の○○○○の母です。△△△のために来ました。」 

 

４ 参観会で来校するときは、スリッパ等の上履きを持参しましょう。 

 

５ 参観会・行事等、多くの保護者が来校するときは、体育館側の駐車場を利用しましょ

う。 

  ※給食の配膳車が通行・駐車するところをふさがないようにする。自転車も。 

 

６ 校内（敷地内）では以下のことを守りましょう。 

  ・授業中の私語は慎みます。     ・携帯電話はマナーモードにする。 

  ・ガムや飴などを口にしない。    ・たばこを吸わない。（袋井市の条例です。） 

  ・校舎内では帽子をかぶらない。   ・出会った人には、気持ちよく挨拶をする。 

  ・入学前のお子さんを連れてくるときは、安全のため、保護者が目や手をはなさないよ  

うにする。 

  ・児童の写真を勝手に撮らない。また、撮った映像や写真をＳＮＳ等にアップしない。 

 

６ 保健室で衣服を借りた場合は以下のようにしましょう。 

  ・洋服や体操服は洗って、２～３日以内に返却する。 

  ・パンツやショーツは、個別包装してある新品のものを１週間以内に返す。 

※いずれの場合も、帰宅後のお子さんの様子等、何か一言添えて返すようにしましょう。 

 

７ 校納金引き落とし（毎月金融機関最終営業日、休業日の場合は前日）が確実にできる  

ように、口座残高を確認しておきましょう。 

 

８ 子どもの「浅羽南小学校みんなの約束」が守られるように、家庭でも協力したり指導  

したりしましょう。 
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令和５年４月１２日  

 

ＰＴＡ会員 様  

 

          浅羽学園袋井市立浅羽南小学校ＰＴＡ代表 安間  行秀  

                同        校   長 戸倉  剛志  

 

下校時防犯パトロールの実施について（依頼）  

 

 陽春の候、ＰＴＡ会員の皆様におかれましては、ますます御清祥のこととお

喜び申し上げます。日頃は、ＰＴＡ活動につきまして、御理解・御協力を賜り、

厚くお礼申し上げます。  

 昨年度も下校時の防犯パトロールを実施してまいりましたが、今年度も全会

員による下校時防犯パトロールを実施することになりました。実施方法は下記

の通りです。  

  

記  

 

１ 都合のよい日に児童の下校する時刻に合わせて、車等でパトロールを実施

してください。（何回でも結構です。）家の周りを見回ったり、買い物途中

に実施するのでも結構です。  

２ 車でパトロールをする際は、「防犯パトロール中」のマグネットを車に貼

ってください。  

３ パトロール実施の報告は不要ですが、お気付きの点につきましては学校の

担当にお知らせください  

 

※ 保険はＰＴＡでかけていますが少額です。交通事故には十分注意してくだ

さい。  

 

☆  変更理由  

・当番表では、年に１回だけのパトロールになりますが、上記のように随時実施して頂く

方が効果的だと思われます。（マグネットの有効活用） 

・上記の方法で行うのであれば、当番表は無しとしたいと思います。 

                      

   担  当   野村  久                      

電話番号    23‐2004 
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令和５年４月１９日 

 ＰＴＡ会員 様 

 

 浅羽学園袋井市立浅羽南小学校 ＰＴA代表 安間 行秀 

 同    校   長 戸倉 剛志 

 

第１回ＰＴＡ奉仕作業について（依頼） 

 

  春風の候、ＰＴＡ会員の皆様におかれましてはますます御清祥のこととお喜び申し上げ

ます。ＰＴＡ活動につきましては、日頃格別の御理解・御協力を賜り厚くお礼申し上げま

す。 

このことについて、下記のように実施しますので、御参加くださいますようお願いしま

す。 

 

記 

１ 日 時    

令和５年６月１７日(土)午前８時から１０時まで  予備日６月１８日(日） 

（小雨決行、小雨の場合は体育館へ集合） 

※集合場所：運動場（密にならないよう集まって頂き、簡単な説明後、開始します。） 

 

２ 該当地区 

 ・南地区会員（中新田、大野、東同笠、西同笠、太郎助、湊東、湊中、湊西） 

  
３ 作業内容 

 ・除草…中新田、大野、湊東、湊中、湊西の保護者 

  ・溝掘り…東同笠、西同笠、太郎助の保護者 

 ※担当場所に限らず、草刈機をお持ちの方は除草をお願いします。  

※第２回に参加できないために、第１回に参加する東地区の方は、草刈りをお願いし  

ます。 

４ 持参してもらいたい物 

  ・除草…帽子、鎌、草取りのできる物、草刈機（できるかぎりお願いします。） 

 ・溝掘り…ジョレン、溝掘用具等 

   

５ その他 

（１）作業は保護者のみで行います。 

（２）延期の場合は「コドモン」で午前７時までに連絡します。 

（３）熱中症の心配がありますので、各自水分の補給ができるものを御持参ください。 

（４）草刈機の燃料は、学校で用意します。作業終了後、満タンにしてお帰りください。 

（５）駐車場は体育館南側と北側を御利用ください。 

（６）発熱等体調不良の場合は、参加を見合わせてください。 

                                        担  当 北 野 悠 太 

電話番号 ２３－２００４ 



 

プール

農

園

中校舎

北校舎

南校舎

なかよし

広場

駐車場

体育館

駐
車
場

雑庫

奉仕作業分担図（南地区）

中
新
田
（除
草
）学
校
西
側
雑
庫
周
辺

大野（除草）
教材園・プール周辺

池

駐車場

湊東（除草）

運動場と運動場東側

駐車場辺り

草刈り機のある
方は、体育館西
側（池周辺を含
む）と南側の草刈
りをお願いします。
体育館西側・南
側の草刈りが終
わったら、各担当
の草刈りをお願
いします。

太郎助・東同笠・

西同笠（溝掘り）
（運動場周り・校舎周り）

以下へ溝の土を運ぶ

・遊具の下の地面の掘

れている部分

・運動場の端

溝の土を運ぶ→農園

湊中・湊西（除草）
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令和５年４月１２日 

ＰＴＡ会員 様  

 
                   浅羽学園袋井市立浅羽南小学校ＰＴＡ代表 安間 行秀 
                            同   校   長 戸倉 剛志    
 

令和５年度第 1回ＰＴＡ資源回収について（お願い） 
  
  惜春の候、ＰＴＡ会員の皆様には、ますます御健勝のこととお喜び申し上げます。日頃は本校の
ＰＴＡ活動について御理解・御協力をいただき、誠にありがとうございます。 
 このことについて下記のように実施します。資源回収の趣旨を御理解いただき、御協力のほど、
よろしくお願いいたします。 
  
 
                   記 
 
１ 趣 旨  
 (1)  資源回収によるリサイクル運動を進め、物を大切にする。 
 (2)  資源回収により得た収益金は、教育活動に生かす。 
 (3)  子どもたちも回収作業に参加し、地域の一員であることの自覚をもたせる。 
 
２ 期 日  
        令和５年 ５月 １３日（土）小雨決行  
                 実施できない場合は予備日 ５月 １４日（日） 
   ＊ 延期や中止の場合は６時４５分にコドモンでお知らせします。 
  ＊ 延期や中止の知らせを知らずに資源回収物を出している地域の方がおられましたら、 

声を掛けてください。 
 
３ 出荷場所と時刻  
 (1)  各地区で、回収車からよく目につく道ばた等にお出しください。 
 (2) 午前８時までに出すようにお願いします。 
 (3) 午前８時から回収に回りますので、それ以降に出されても回収できないことがあります。 
 
４ 集める物（下記以外の物は回収できません。）  
 ・古新聞、古雑誌、段ボール 
  ・古布 
  ・アルミ缶、プルタブ 
 
５ お願い  
 (1) 新聞・雑誌・段ボールは、紙ひもでしっかり縛ってください。 
   新聞は、２つ折りで（裏面参照）縛ってください。 
 (2) 古布は、裏面の「古布の出し方についてのお願い」を参考にしてください。会社の制服など 
   は、回収できません。   
 (3) アルミ缶は、必ず中を洗ってから、缶をつぶして出して下さい。 
 (4) 各地区での回収物は、できる限りまとめて車に載せるようにして、ＪＡへ搬入する車の台数 

を減らすように御協力ください。 
 (5) 回収車の運転手の方は、集積場所では車から降りないで、回収物がなくなり次第、速やかに 

 車を進めてください。集積場所の担当が回収物を車からおろします。 
 
６ 集積場所    

ＪＡ遠州中央浅羽支店 駐車場（梅山） 
 
７ 小学生の参加について 
 ・危険防止のためＪＡへの回収には参加させないようにお願いいたします。 
 ・各地区の回収には、保護者管理のもとで参加させてください。 
                                                             

                                                     担当 大場崇史 
電話 ２３－２００４ 
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令和５年４月１２日 

 ＰＴＡ会員 様 

 

浅羽学園袋井市立浅羽南小学校ＰＴＡ代表 安間 行秀                           

同     校    長  戸倉 剛志  

 

第１回ＰＴＡ資源回収、搬入経路について 

  

  惜春の候、ＰＴＡ会員の皆様には、ますます御健勝のこととお喜び申し上げます。日頃

は本校のＰＴＡ活動について御理解・御協力をいただき、誠にありがとうございます。 

 第１回ＰＴＡ資源回収、搬入経路について下記のようにお願いします。 

                   記 

１ 日 時 

   令和５年５月１３日(土)午前８時から 10時まで 

  小雨決行 実施できない場合は予備日５月１４日(日)       

    ＊延期の場合はコドモンでお知らせします。 

２ 回収場所   ＪＡ遠州中央浅羽支店駐車場（梅山） 

   

（搬入口：ＪＡ浅羽支店 西側入り口より） 

裏面の地図も参考にして、搬入してください。 

×印のところからの搬入は御遠慮ください。 

                                                            担  当     大場 崇史 

                                                            電  話    ２３－２００４ 

× 



令和 5 年度

PTA担当

1 副会長

2 書記

3 書記

4

5

6

7

8

9

10 書記

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

浅羽学園浅羽南小学校職員

ｽｸｰﾙｶｳﾝｾﾗｰ

竹原　幸雄

荒井　貞行

長谷川　笑子

大石　和正 　

小久江　有美

石丸　弥生

アダムス・マバト

窪野　知也子

図書館ｻﾎﾟｰﾀｰ 關塚　史織

校務員

支援員

永田　尚美

織田　悠

養護教諭

主事

事務職員

　

井谷　花菜

牧田　昂大

後藤　聖奈

横田　真李

　

4の2

5の1

　

　

資源回収

高橋　純子

野村　久

鈴木　秀介　

大澤　拓士

なかよし１

大城　友香

コスモス 大場　崇史

1の1

1の2

2の1

北野　悠太

藤田　惠美

石川　尊子

3の1

3の2

6の2

6の1

2の2

総務

総務

総務

奉仕作業

　

　

奉仕作業

奉仕作業

　

総務

　

赤旗・防犯等

4の1

なかよし２

役職等 氏名

戸倉　剛志

兼子　近司

保坂　陽介

校長

教頭

教務主任

大貫　美咲

支援員

支援員

支援員

ALT

なかよし３

外国人支援員 ﾄｸﾅｶﾞﾌﾗﾋﾞｱ

ｽｸｰﾙｿｰｼｬﾙﾜｰｶｰ

島田　愛乃

富井　直美
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